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１ 事業の概要 

（１）事業地域の概要 

 事業地は京都府のほぼ中央に位置する亀岡市であり、近年、京都縦貫自動車

道の整備やＪＲ山陰本線複線化により広域交通網が充実し、京都市の近郊都市

として発展を続ける地域である。 

 事業路線である一般府道郷
ごう

ノ
の

口
ぐち

余部
あまるべ

線は、亀岡市旭 町
あさひちょう

の国道４７７号との交

差点を起点とし、桂川を渡河する宇津
う つ

根
ね

橋を経て、亀岡市余部町
あまるべちょう

で国道９号に

至る全長約８ｋｍの路線である。この路線は、既に都市計画道路事業等により

国道９号から宇津根橋まで、及び宇津根橋から亀岡園部線交差点までの区間の

改良が完了しているところである。 

本事業は、老朽化が進行している宇津根橋を含め、未改良区間の７００ｍを

改良する計画としており、本事業区間の整備により、災害時の信頼性の向上及

び通行時の安全性の確保等を図るものである。 

【図－３ 広域道路網図】

事業箇所 

【図－１ 広域位置図】

【図－２ 詳細位置図】

大野ダム総合管理事務所 
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（２）事業内容 

項  目 内    容 

路線名 一般府道 郷ノ口余部線 

事業主体 京都府 

事業箇所 亀岡市河原林町～宇津根町地内 

延長・幅員※1

延長 ７００ｍ  橋梁部 ３００ｍ 

幅員１１．０ｍ～１１．５ｍ 

全体事業費 １５億円 

事業期間※2 平成２６年度～平成３０年度 

計画交通量※3 ６，９００台／日 

道路の区分※4 第３種第２級 

上位計画 
○ 明日の京都 

郷ノ口余部線を今後の検討路線と記載 

※１ 幅員    歩道幅員については、京都府が定める「歩道等に係る道路構造令の運用基準」に基づ

き、3.5m（路上施設帯 0.5m を含む）の自転車歩行者道と定めている。 

※２ 事業期間  橋梁の供用開始は平成２８年度  

平成２９年度～平成３０年度は現橋撤去工 

※３ 計画交通量 当該区間を将来通行する自動車の 1 日あたりの交通量のことで、現在は平成 42 年時点

の予測交通量を用いている。 

※４ 道路の区分 道路規格を決める基準である「道路構造令」において、道路の種類（高速自動車国道

等とその他の道路）、道路の存する地域（地方部と都市部）、地形の状況（平地部と山地

部）、計画交通量に応じて分類し、道路に求められる機能を実現していくこととしている。 

標準幅員（一般部）

標準幅員（橋梁部） 

車道(2車線) 自歩道 

車道(2車線) 自歩道 

【表－１ 事業の内容】 
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２ 事業を巡る社会経済情勢等（事業の必要性） 

（１）宇津根橋は老朽化が進行 

 宇津根橋は、昭和３３年に架橋されてから５５年が経過し、橋梁本体の老朽

化が進行しており、耐震対策も未実施である。過年度より補修工事を実施して

きたものの、老朽橋の補修費は今後も増え続けるものと見込まれる。 

このため、宇津根橋の架け替えを行い、耐震機能が確保されることにより、

災害時における交通の信頼性の向上を図るものである。 

【図－４ 老朽化が深刻な宇津根橋】

補修箇所
鉄筋が露出

拡
大
図

写真Ａ

【写真Ａ 鉄筋が露出した橋梁桁部分】 【写真Ｂ 橋梁補修状況】

至国道 9号
至南丹市

至南丹市 至国道 9号

至国道 9号至南丹市

写
真

Ｂ 
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（２）宇津根橋は道路幅員が狭く、歩道がない 

現在の宇津根橋は車道幅が５．５ｍであり、乗用車のすれ違いに余裕のない

幅であるだけでなく、歩道がないため、自転車や歩行者は、車道の端を通行せ

ざるを得ない状態である。 

本橋梁は南丹
なんたん

高校と亀岡高校の通学路として利用されていることから、朝の

通学時間帯は自動車と自転車が輻輳する危険な通行環境となっている。 

 更に、宇津根橋と桂川右岸の堤防道路を行き来する右折・左折車両が多いに

も関わらず、現在の宇津根橋南詰交差点は五差路の形状であると共に宇津根橋

上に右折レーンが確保できない等、信号による交通処理が困難な形状であり、

渋滞や交通事故が発生している。このため、交差点改良による安全で円滑な通

行環境の確保が必要となっている。 

通学路の状況 宇津根橋利用者（平成２４年７月上旬時点） 
        南丹高校：９２名 

亀岡高校：２２名 

通学時間帯の 

交通状況 

自転車利用  朝７～８時台の利用：120 台 
（昼間 12 時間の利用：302 台） 

自動車利用  朝７～８時台の利用：1,876 台 
（自動二輪車 50台含む） 

（平成 24 年 10 月 31 日調査結果） 

【写真Ｃ 宇津根橋の通行状況】【図－５ 宇津根橋の現在の幅員】

余裕が無い 

路
肩
を
走
る

通
学
生

至国道 9号

【表－２ 通学路としての利用状況等】
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平成17年 7件 3件

平成18年 5件 1件

平成19年 1件 0件

平成20年 1件 0件

平成21年 2件 0件

平成22年 5件 2件

平成23年 6件 0件

うち、自転車・

歩行者件数
件数

【図－６ 宇津根橋を通る通学生の動き】

【写真Ｅ 混雑する 

     宇津根橋南詰交差点】

【図－７ 宇津根橋南詰交差点の交通流】 

［平成２４年１０月３１日（水）観測値］ 

宇津根橋南詰交差点

【写真Ｄ 通学時間帯の宇津根橋

       南詰交差点の通行状況】

至国道 9号

【表－３ 宇津根橋周辺での事故件数 

（平成 17 年～平成 23年）】 

宇津根橋

一
般
府
道

郷
ノ
口
余
部
線

亀岡高校

通学生
の動き

至京都市 

至南丹市 

至南丹市 

南丹高校

【出典：京都府事故統計システム】 
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３ コスト縮減や代替案立案等の可能性等（事業の効率性） 

「新橋を現橋の下流側に架け替える案」（計画案）、「現橋を耐震化した上で歩

道として利用し、車道用の橋梁を新たに築造する案」（代替案１）及び「現橋梁

位置と同一箇所に架け替える案」（代替案２）の３案について比較検討を行った。 

その結果、経済性と施工性等に優れた計画案が最良と判断した。    

【表－４ 計画案と代替案の比較】 

計画案 代替案１ 代替案２ 

ルート

概要 

新橋を現橋の下流側に

架け替える案 

現橋を耐震化した上で

歩道として利用し、車

道用の橋梁を新たに築

造する案 

現橋梁位置と同一箇所

に架け替える案 

平面図

計 画

延 長

７００ｍ 
（橋梁 L＝300m） 

７００ｍ 
（橋梁 L＝300m） 

５２０ｍ 
（橋梁 L=300m） 

施工性 仮橋不要（現橋利用）
現橋の耐震化が必要 

歩道橋仮橋設置必要 
仮橋設置必要 

現況交通

への影響
影響少 影響少 影響大 

施 工

期 間
５年 ６年 ７年 

経済性 １５．０億円 １６．９億円 １７．２億円 

評 価 採用 
施工性、経済性から 

不採用 

施工性、現況交通への

影響及び経済性から 

不採用 
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４ 費用対効果分析（事業の有効性） 

（１）道路事業における費用対効果分析の考え方 

 道路事業による効果を金銭換算した総便益を、道路建設及び維持管理による

総費用で除した数字である費用対効果（Ｂ／Ｃ）の大きさで判断する。 

 基本的に、Ｂ／Ｃが１以上であれば、その事業は有効であると判断している。 

 算出に当たっては、「費用便益分析マニュアル（平成２０年１１月改訂 国土

交通省道路局、都市・地域整備局）」に基づいている。 

（２）算出方法について 

 道路の整備に伴う効果としては、渋滞の緩和や交通事故の減少の他、走行快

適性の向上、沿道環境の改善、災害時の代替路確保、交流機会の拡大、新たな

産業立地に伴う生産増加や雇用・所得の増大等、多岐多様に渡る効果があるが、

道路事業の効果（便益）の算出においては、それら効果のうち、十分な精度で

金銭表現が可能である、「走行時間短縮」、「走行経費減少」、「交通事故減少」の

３項目について便益を算出し、その和を総便益とする。 

①走行時間短縮便益  

   道路が整備されることによって車を利用する時間が短縮され、その短縮

された時間を仕事等に振り向けた場合に生み出される価値を金銭で換算し

たもの。 

 ②走行経費減少便益  

   走行時間及び走行距離が短縮されることによって節約される、燃料、オ

イル、タイヤ等にかかる経費 

 ③交通事故減少便益  

   道路が整備されることによって交通事故が減少するという観点から、交

通事故による社会的損失を金銭で換算したもの 
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（３）算出条件 

 算出にあたっては、算出した各年次の便益、費用の値を割引率を用いて現在

価値に換算する。なお、現在価値化とは、将来の金額が、今時点でどのような

価値を持っているかを表したものである。 

① 現在価値算出のための社会的割引率：４％ 

② 基準年：評価時点（平成２５年） 

③ 事業着手年：平成２６年 

④ 事業完了予定年：平成３０年 

⑤ 便益算定対象期間：供用後５０年 

⑥ 計画区間の予測交通量 ６，９００台／日 

（４）費用対便益（Ｂ／Ｃ）の算出 

【表－５ 郷ノ口余部線（宇津根橋）事業の費用便益比】

総便益（Ｂ） １８．４８億円 

総費用（Ｃ） １３．２０億円 

Ｂ／Ｃ １．４ 

（５）費用対効果以外の事業の有効性 

 ○災害に対する安心・安全の確保 

    橋梁の耐震化の実施により、緊急時の輸送路としての信頼性が向上 

    国道９号の迂回路として道路ネットワークの多重性に寄与 

 ○日常生活に対する安心・安全の向上 

   救急医療施設の無い川東地域から、救急医療施設のある市街地への搬送

時間が短縮 

 ○幹線道路へのアクセス機能の向上 

   川東地域から国道９号及び京都縦貫自動車道へのアクセス機能が向上す

ることにより、地域の産業活動の活性化に寄与 
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（６）「京の道づくり重点プラン※5」における位置付け 

 ・本事業は、「京の道づくり重点プラン」において京都府が整備する道路に対

する１７の重点施策のうち８つの施策に合致している。 

 ・また、地元亀岡市や高校から強い要望があることなどから事業実施環境は

整っている。 

   【表－６ 京の道づくり重点プラン 道路整備の重点施策】 

※５  京の道づくり重点プラン 

京都府が目指すべき中期的な道路整備の方向を示すとともに、限られた財源を最

も効果的に活用するため、客観的な総合評価による道路整備着手箇所の優先評価

の考え方を示すもの。平成２０年１２月策定 

分野 重点施策

1
冬期交通障害や異常気象時の通行規制を改善
する道路

2 緊急時の輸送機能が向上する道路

3 災害時の地区内の安全性が向上する

防災性の高い市街地形成支援のための道路ネット
ワーク整備

4 防災性の高い市街地形成のための道路

市町村合併など生活圏の広域化に対応する道路
ネットワーク整備

5 生活圏の広域化に対応する道路

安心して走れる道路整備 6 安心して走れる道路

交通事故対策 7 交通事故対策

誰もが安心して歩ける道路整備 8 誰もが安心して歩ける道路

車に頼らざるを得ない地域の道路ネットワーク整備 9 車に頼らざるを得ない地域の道路

公共交通機関の利便性アップにつながる道路整備 10 公共交通機関の利便性アップにつながる道路

環境の保全 地球環境・沿道環境の改善につながる道路整備 11 地球環境・沿道環境の改善につながる道路

渋滞のない道路整備 12 渋滞のない道路

高速道路ＩＣへアクセスする道路整備 13 高速道路ＩＣへアクセスする道路

観光地など地域資源へアクセスする道路整備 14 地域資源へアクセスする道路

地域の顔となる魅力的な町並みを形成する道路整
備

15 地域の顔となる魅力的な街並みを形成する道路

産業の地方立地や地域振興プロジェクトを支援する
道路整備

16
産業の地方立地や地域振興プロジェクトを支援
する道路

京都舞鶴港・学研都市との連携を強める道路ネット
ワーク整備

17 京都舞鶴港・学研都市との連携を強める道路

日常の暮らしを支える

地域の活力と魅力の
向上

評価項目

災害に対する安心・安
全の確保

自然災害時に力を発揮する道路ネットワーク整備
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５ 良好な環境の形成及び保全 

（１）地球環境・自然環境 

速度低下の原因となっている幅員狭小を解消し、車両の走行負荷を抑える

ことにより CO2排出量の削減を図る。 

宇津根橋周辺河川において確認されている希少生物（アユモドキ）に配慮し

た施工に努める。 

（２）生活環境 

段差を少なくする等、高齢者や通学生をはじめとして、誰もが安心して通

行できるよう、自転車歩行者道の整備を行う。 

  現況で１０基ある橋脚を５基に低減し、河川流水に与える影響を低減する。 

（３）地域個性・文化環境 

現在の橋梁位置とほぼ同一の箇所に架橋することで、土地の改変を最小限に

抑えるように努める。 

６ 総合評価 

当事業は、総合評価として新規着手の必要性が認められる。 
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■費用便益分析結果総括表（事業全体） 

事業名 一般府道郷ノ口余部線（宇津根橋）防災・安全交付金事業 

事業所管課 道路計画課 

１ 算出条件 

算出根拠 
費用便益分析マニュアル 

（平成２０年１１月 国土交通省道路局、都市・地域整備局） 

基準年度 ２０１３年度（平成２５年度） 

事業着手年度 ２０１４年度（平成２６年度） 

事業完了予定年度 ２０１８年度（平成３０年度） 

便益算定対象期間 供用後５０年 

２ 費用                          （単位：億円）

 事業費 維持管理費 合計 

単純合計 １４．３３ １．３７ １５．７０ 

基準年における現在

価値（Ｃ） 
１２．６８ ０．５２ １３．２０ 

※事業費、維持管理の内訳は別紙のとおり 

※消費税相当額は費用から控除している 

３ 便益                         （単位：億円）

検討期間の総便益 

（単純合計） 
４７．０９ 

基準年における 

現在価値（Ｂ） 
１８．４８ 

※便益の内訳は別紙のとおり 

４ 費用便益分析比 

Ｂ／Ｃ １８．４８／１３．２０ １．４ 
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●費用の内訳 

１事業費                         （単位：億円）

単純合計 現在価値 

工事費 １２．０３ 

用地費 １．００ 

その他経費 
（測量試験費等） 

１．３０ 

合計    １４．３３     １２．６８ 

２維持管理費                       （単位：億円）

単純合計 現在価値 

維持管理費      １．３７  ０．５２ 

３総費用                         （単位：億円）

単純合計 現在価値 

（Ｃ） １５．７０ １３．２０ 

●便益の内訳                        （単位：億円）

単純合計 現在価値 

走行時間短縮便益 ４３．２０ １６．９６ 

走行経費減少便益 ２．９６ １．１６ 

交通事故減少便益 ０．９３ ０．３６ 

合計（Ｂ） ４７．０９ １８．４８ 
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「環」『環』の公共事業構想ガイドライン評価シート

作成年月日 平成２６年１月２１日 

作成部署 建設交通部道路計画課 

事 業 名 一般府道郷ノ口余部線（宇津根橋）防災・安全交付金事業 地 区 名 亀岡市河原林町～宇津根町 

事 業 費 １５億円 事業期間 平成２６年度～平成３０年度 

事業概要
Ｌ＝７００ｍ Ｗ＝６.５（１１．０～１１．５）ｍ（２車線） 

幅員狭小で老朽化した橋梁の架け替えにより、道路改良を実施する。

目指すべき

環境像 

施工予定地周辺は、絶滅寸前種・天然記念物が生息する自然豊かな地域であり、

事業実施に際しては、地域住民や学識経験者と協働・連携しながら、自然環境への

影響を可能な限り与えないよう配慮した道路整備を目指す。 

関連する公

共事業 

京都府専用球技場整備事業 

市道保津宇津根橋線、保津宇津根並河線道路改良事業 

評価項目 
施工地の環境特性と目標 

環境配慮・環境創造のための

措置内容 主要な評価の視点 選定要否 

地

球

環

境

・

自

然

環

境

地球温暖化（ＣＯ２排出量等） ○ 現道は、幅員が狭く歩道が
未整備なため、車の速度低下
によるＣＯ２の排出量増加の
一因になっている。 
周辺に生息するアユモドキ等
の淡水魚類の生息環境を保全
しながら工事を実施し、周辺
の自然環境に配慮した施工を
する必要がある。 

事業実施により交通の円

滑化が図られることから、Ｃ

Ｏ２の排出量の削減が期待で

きる。 

 工事中は濁水などを周辺

に流出させず、希少な淡水魚

類の生育環境を悪化させな

いように留意する。 

４ 

地形・地質 

物質循環（土砂移動） 

野生生物・絶滅危惧種 ○ ３ 

生態系 ○ ３ 

その他 

生

活

環

境

ユニバーサルデザイン ○  現道は歩道が無く、歩行者

の通行の安全性を高める必要

がある。 

 現橋は架設年次が古く、橋

脚数が多く河川に与える影響

が大きい。 

 事業実施に伴い発生する掘

削土砂を極力抑制すると共

に、その有効利用に努める。

誰もが歩きやすい歩行空間

を確保するため、歩道を整備

する。 

 現在１０基ある橋脚を新

橋では５基に低減し、河川流

水に与える影響を低減する。

建設残土の現場内再利用

を図ると共に、他工事へ流用

することで土の有効利用を

図る。 

４ 

水環境・水循環 ○ ４ 

大気環境 

土壌・地盤環境 

騒音・振動 

廃棄物・リサイクル ○ ３ 

化学物質・粉じん等 

電磁波・電波・日照 

その他 

地
域
個
性
・
文
化
環
境

景観 ○ 事業予定地の周辺の自然豊

かな地域であることから、従

来の景観を保全する。 

現在の橋梁位置とほぼ同一

の箇所に架橋することで、土

地の改変を最小限に抑える。

３ 

里山の保全 

地域の文化資産 

伝統的行祭事 

地域住民との協働 

その他 

外部評価 
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構想ガイドラインチェックリストの記載要領 

 1) 「施工地の環境特性と目標」欄：評価項目の「主要な評価の視点選定の考え方」に当
てはまる項目について、下記の記載要点を踏まえて施工地の環境特性と目指すべき方向（環
境目標）についての点検を行い、できるだけ具体的に（例えば絶滅危惧種の名称等）記載
すること。
   2) 「環境配慮・環境創造のための措置内容」欄：「施工地の環境特性と目標」の記載
内容に対応して実施しようとする回避措置や自然再生・環境創出等の方策について記載す
ること。
3) 「環境評価」欄：評価項目ごとの環境配慮の自己評価を記載する。

   （改善；５、やや改善；４、現状維持；３、やや悪化；２、悪化；１） 

 評 価 項 目 
「施工地の環境特性と目標」の記載要点主要な評価の視点

地
球
環
境
・
自
然
環
境

地球温暖化
 （CO2排出量等）

・事業の実施又はそれによって設置される施設の供用に伴って温室効果ガスの著しい発生が
予測されるため、発生抑制や吸収源の創出などが必要。

地形・地質 ・地域の自然環境の基盤となっている地形・地質の維持・保全・改善・回復などが必要。

物質循環 
 （土砂移動等）

・河川における土砂移動機能が良（又は不良）であるため、その維持（又は改善）が必要。

野生生物
 ・絶滅危惧種

・京都府レッドデータブック掲載の「絶滅が危惧される野生生物」の生息地等が確認された
ため、その維持・保全・改善・回復などが必要。

生態系 ・地域生態系の維持・保全・改善・回復などが必要。

その他 ・その他、施工地及び周辺地域における地球環境や自然環境の特性と目指すべき方向（環境
目標）

生

活

環

境

ユニバーサルデザイ
ン

・高齢者や障がい者など社会的弱者に配慮した施設構造としていくことが必要。

水環境・水循環 ・事業前の水環境・水循環が良（又は不良）であるため、その維持（又は改善）が必要。

大気環境 ・事業前の大気環境が良（又は不良）であるため、その維持（又は改善）が必要。

土壌・地盤環境 ・事業前の土壌・地盤環境が良（又は不良～汚染、沈下、水脈分断など）のため、その維持
（又は改善）が必要。

騒音・振動 ・事業の実施又はそれによって設置される施設の供用に伴って、騒音・振動の発生が予測さ
れるため、発生抑制が必要。

廃棄物・リサイクル ・事業の実施又はそれによって設置される施設の供用に伴って、建設廃棄物の大量発生が予
測されるため、発生抑制、再使用、リサイクルなどが必要。

化学物質・粉じん ・事業の実施又はそれによって設置される施設の供用に伴って、化学物質や粉じんによる汚
染が予測されるため、汚染の防止・抑制が必要。

電磁波・電波環境・日
照

・事業の実施又はそれによって設置される施設の供用に伴って、電磁波、電波障害、日照障
害が予測されるため、障害の防止・抑制が必要。

その他 ・その他、施工地及び周辺地域における生活環境の特性と目指すべき方向（環境目標）

地
域
個
性
・
文
化
環
境

景観 ・京都らしい自然景観や歴史的景観、都市景観が存在するため、その維持・保全・改善・回
復などが必要。

地域の文化資産 ・史跡や天然記念物、歴史的に重要な遺跡、古道、伝承、家屋(群)など地域固有の文化資産が
存在するため、その維持・保全・改善・回復などが必要。

里山の保全 ・多様な生物相や農村景観の重要な要素となっている里山が存在しているため、その維持・
保全・改善・回復などが必要。

伝統的行祭事 ・地域の伝統的な行祭事等が行われているため、その維持・保全・改善・回復などが必要。

地域住民との協働 ・事業の構想、設計、施工、管理などについて地域住民との協働が必要。

その他 ・その他、施工地及び周辺地域における地域個性や文化環境の特性と目指すべき方向。（環
境目標）


